
　制度改正により、国民健康保険税と後期高齢者
医療保険料が別表のとおり一部変更になります。
　詳しくは、７月中旬に発送する、令和７年度の
納税通知書等で確認してください。
　詳しくは、本保険年金課（ＴＥＬ㉒2429）へ。

〈国民健康保険税の変更点〉
①高所得者に応分の負担を求め、中低所得者の負
担軽減を図ることを目的に、課税限度額を３万円
引き上げました。
②低所得者に対する負担の軽減を目的に、一定の
所得以下の世帯は、均等割と平等割が軽減されて
います。この軽減対象となる所得の基準について、
範囲を拡大しました。
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〈後期高齢者医療保険料の変更点〉
低所得者に対する負担の軽減を目的
に、一定の所得以下の世帯は、均等
割が軽減されています。この軽減対
象となる所得の基準について、範囲
を拡大しました。
ホームページID　1231

（別表１）　 国民健康保険税　課税限度額
医療分 支援金分 介護分（40 ～64歳）

改正前 65万円 24万円 17万円
改正後 66万円 26万円 17万円〈変更なし〉

（別表３）　　　　　　　 後期高齢者医療保険料率
令和７年度 令和６年度

均等割額 49,100円〈変更なし〉 49,100円

所得割率 10.07％
10.07％

※前年中の総所得金額等－基礎控除額の金額が58
万円以下（年金収入のみの場合、年金収入211万円
以下）の人は、9.36％

（別表４）　　　　  後期高齢者医療保険料　賦課限度額
令和７年度 令和６年度

賦課限度額 80万円
80万円

※「令和６年４月１日より前から被保険者の人」お
よび「障害認定による被保険者の人」は、73万円

（別表５）　　　後期高齢者医療保険料　均等割額の軽減判定所得基準

軽減割合
令和７年度

世帯主と被保険者全員の軽減判定所得の合計額
７割軽減 基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者の数－１）以下〈変更なし〉
軽減後均等割額 14,730円〈変更なし〉

５割軽減 基礎控除額（43万円）＋30.5万円×被保険者数＋
10万円×（年金・給与所得者の数－１）以下

軽減後均等割額 24,550円〈変更なし〉

２割軽減 基礎控除額（43万円）＋56.0万円×被保険者数＋
10万円×（年金・給与所得者の数－１）以下

軽減後均等割額 39,280円〈変更なし〉
※「10万円×（年金・給与所得者の数－１）」は、年金・給与所得者の数が２以上の場合のみ計算します。
　年金・給与所得者の数は、同一世帯の世帯主と被保険者のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
　▷給与収入が55万円を超える人（事業専従者給与分を除く）
　▷公的年金等収入額が60万円（65歳未満）、125万円（65歳以上）を超える人

（別表２）　　　　　　　 国民健康保険税　軽減判定基準
軽減判定基準

軽減割合 世帯主と被保険者の前年所得の合計

令和７年度

７割軽減 基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得者等の数－１）※
〈変更なし〉

５割軽減 基礎控除額（43万円）＋30.5万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※

２割軽減 基礎控除額（43万円）＋56.0万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※

※「10万円×（給与所得者等の数－１）」の部分は給与所得者等の数が２以上の場合のみ計算します。
給与所得者等の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、給与収入が55万円超または公的年金等
の支給額が65歳未満は60万円超の人、65歳以上は125万円超の人の合計人数になります。

基礎控除額（43万円）＋29.5万円×
被保険者数＋10万円×（給与所得
者等の数－１）※

基礎控除額（43万円）＋29.5
万円×被保険者数＋10万円
×（年金・給与所得者の数－
１）以下

変更前

変更前

基礎控除額（43万円）＋54.5万円×
被保険者数＋10万円×（給与所得
者等の数－１）※

基礎控除額（43万円）＋54.5
万円×被保険者数＋10万円
×（年金・給与所得者の数－
１）以下

国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料が変わります

　市は、市外の人材を積極的に確
保し、定住・定着を図るとともに、
地域活性化を促進するため、市の
地場産業である創作こけし産業の
後継者となる地域おこし協力隊員
２人を委嘱しました。隊員は最長
３年間、地域おこし協力隊として
活動を行います。４月１日に委嘱
された２人の地域おこし協力隊員
を紹介します。
　詳しくは、二産業政策課（ＴＥＬ㉒２
596）へ。
ホームページID　1２15２

▷創作こけし制作の技術と知識の
習得
▷創業に必要な知識と経験の習得
▷創作こけし産業関係者との交流
と連携
▷インターネットなどを活用した
創作こけしの魅力発信

創作こけしの技術を学び魅力を発信する

　親が子どもをほめる、認める、また、子
どもの気持ちに共感することで、子どもの
自己肯定感が高まります。さらに、親は子
育て中の不安やイライラした気持ちを切り
替えることができ、結果として、子どもと
過ごす豊かな時間につながります。
思春期を迎えた子どもと良好な関係を築く
　思春期の子どもと良好な関係を築くため
には、子どもの話を否定せず、共感して話
を聞くこと、そして子どもの言いたいこと
を整理し、要約した上で、
「子どもが納得する形で
話の折り合いを付ける」
ことが大切です。
　そのためには、３つの
ポイントがあります。

｢ほめて育てるコミュニケーション･トレーニング｣で
良好な親子関係を築きましょう（思春期編）
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本こども政策課（ ㉒1880）

　ポイント①　一緒に約束やルールをつくる
　子どもの希望を踏まえ、大人と一緒に作ったル
ールは、納得感が高まり、守られる可能性が高く
なります。
　ポイント②　選択をさせる
　複数の選択肢の中からどれを選ぶか一緒に考
え、決定することで、お互いが責任を持って取り
組むことができます。
　ポイント③　提案をする
　子どもが直面した問題に対して、自身の解決策
や対処法を見いだせていないときには、無理のな
い方法を提案します。
　これらのポイントを踏まえ、これから奇数月号
のこのコーナーで具体的な事例を紹介します。
〈監修：県公認ほめトレ･トレーナー　坂井　勉さん〉

平野 凪
な ぎ さ

紗さん･左側
　　　（富山県出身）
小川 廣

こうだい

大さん･右側
　　　（埼玉県出身）

〈平野隊員の抱負〉
　これまで培ってきた技術や感
性を生かしながら、群馬県の創
作こけし産業に新しい魅力を加
えることが私の目標です。伝統
を大切にしつつも、現代の感覚
やニーズを取り入れた作品づく
りを通して、より多くの人にこ
けしの素晴らしさを伝えていき
たいと考えています。一つ一つ
に個性が宿るこけしのように、
私自身も個性を生かし柔軟な発
想と挑戦を忘れずに、地域の魅
力を広く発信していける存在を
目指します。

〈小川隊員の抱負〉
　大学卒業後はシステムエンジ
ニアとして働いていましたが、
ものづくりへの興味から職業訓
練校の木工科に入学しました。
そのなかで、伝統工芸に関わる
職に就きたいと思うようにな
り、創作こけしの存在を知りま
した。伝統的な技術を土台にし
ながらも自由な発想で制作がで
きるところに魅力を感じていま
す。学ぶべきことはたくさんあ
りますが、楽しみながらこけし
制作の技術を習得していきたい
です。

地域おこし協力隊員を委嘱しました地域おこし協力隊員を委嘱しました

隊員の活動内容

新隊員の紹介
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